
 

埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会設置要綱 

 

 

（趣 旨） 

第１条 県民及び医療関係者が安心してジェネリック医薬品を使用することができる環境

整備について、関係者間で協議等を行うため、「埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協

議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、ジェネリック医薬品に関する次の事項について協議する。 

（１）ジェネリック医薬品の安心使用促進策に関すること 

（２）県民に対する正しい知識の普及啓発に関すること 

（３）その他必要な事項 

 

（組 織） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる者（以下「委員」という。）をもって、構成し、１５

名以内とする。 

（１）学識経験者 

（２）関係団体を代表する者 

（３）その他適当と認められる者 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は、２年間とする。 

 ただし、欠員が生じた場合に補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会には会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（会議） 

第６条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。 

２ 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞

くことができる。 

 

（部 会） 

第７条 協議会に、地域レベルで調査検討するための部会を置くことができる。 

 

（庶務等） 

第８条 協議会の庶務は、保健医療部薬務課において処理する。ただし、部会の運営は、担 

当保健所において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

 



 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月２３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年１０月２７日から施行する。 


